








トラブルの当事者
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ご加入プラン

100万円(一時金）

100万円

入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍

入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍
それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍

④が補償対象となります。

①・②・④が補償対象となります。

90万円限度
（1年につき)

5,000円
（1日につき）

2,000円
（1日につき）

5,000円
（1日につき）

熱中症の補償 細菌性食中毒または
ウイルス性食中毒の補償

天災危険の補償

500万円

50万円

育
英
費
用・学
業
費
用

（
扶
養
者
に
万
一の
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
）

保
険
金
額

お
子
さ
ま
ご
本
人
の
ケ
ガ
の
補
償

お
子
さ
ま
ご
本
人
の

病
気
の
補
償

自宅外通学生タイプ

 MAコース MBコース

①

②

③

育英費用（ケガ）
一時金をお支払いします（1回のみのお支払い）

学業費用（ケガ）
扶養者がケガにより亡くなられた場合や所定の重度後遺障害
が生じた場合に授業料などの学業費用を限度額まで実額でお
支払いします。

学業費用（病気）
扶養者が病気により亡くなられた場合に授業料などの学業費
用を限度額まで実額でお支払いします。

死亡・後遺障害
お子さまご本人が、ケガで亡くなられたり後遺障害が生じた場合
にお支払いします。

入院保険金日額
お子さまご本人が、ケガで入院された場合にお支払いします。

手術
お子さまご本人がケガにより所定の手術を受けられた場合にお
支払いします。

通院保険金日額
お子さまご本人がケガで通院された場合にお支払いします。

疾病入院保険金日額
お子さまご本人が、病気で入院された場合にお支払いします。

疾病手術
お子さまご本人が、病気により所定の手術を受けられた場合に
お支払いします。

借家人賠償責任の補償
下宿をしている学生やお子さまが借用している戸室を壊したり、汚したりし
て、貸主に法律上の賠償責任を負担することとなった場合に補償します。
（自己負担額なし）

学生生活用動産の補償
お子さまが所有している生活用動産が火災、盗難などにより損害を受けた
場合にお支払いします。

⑥

⑧

⑨

⑩

⑪

⑤

④

⑦

（　　　　　）
50,390円
保険料
50,060円
＋

制度運営費
330円

掛金（2年間／一時払のみ）

5,000円
（1日につき）

5,000円
（1日につき）

2,000円
（1日につき）

ー

ー

自宅通学生タイプ

（　　　　　）
45,390円
保険料
45,060円
＋

制度運営費
330円

通算300万円限度

通算10万円限度

弁
護
士
費
用
補
償

弁護士費用（自己負担割合10％）
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担し
た弁護士費用を補償します。

法律相談・書類作成費用（自己負担割合1,000円）
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を行うとき
に負担した法律相談・書類作成費用を補償します。

※休学などで卒業年度が延長となった場合には再契約となりますのでご注意ください。
※自宅外通学生とは賃貸借契約を結んだマンション・アパートなどに住み、そこから学校に通学している学生をいいます。不動産会社などで下記⑨、⑩を別途補償
されている方は自宅通学生タイプからお選びください。
※保険期間の開始時より前に発病した疾病やケガに対しては、保険金をお支払できません。詳細はこの保険のあらまし（契約概要のご説明）P7をご参照ください。

●「-」は補償されませんのでご注意ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。
●学業費用保険金、疾病学業費用保険金の学業費用支払対象期間は2027年4月1日までです。
●上記は職種級別A級「学生など」の保険料です。それ以外のご職業の場合には取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●第三者への賠償事故に関しては、別途全員加入している「学生共済会」で補償されます。
●保険料のうち、疾病保険契約保険料については介護医療保険料控除の対象となります。(2024年11月現在）
●制度運営費とは、この保険制度の運営上必要な費用（事務手続費用等）に充当するための費用です。

団体割引10%適用保険金額と保険料
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◆加入手続きのご案内

◆ご加入者様向けサービス

◆事故が起こったら

早くて便利なＷＥＢ申込みがおすすめです！

スマートフォンやタブレットから左の2次元コードか
https://sjnk-pmd.dga.jp/lp/cit
までアクセスしてください。
※お手続き方法の詳細は『ご加入手続きについて』をご参照ください。

スマートフォンやパソコンでのお手続きを希望されない方は、郵便振込での手続方法をご案内します。
シー・アイ・ティ・サービス　047-454-9776　までお問い合わせください。受付時間：平日午前9時から午後5時まで

事故が
起こったら

早急にご連絡を
（30日以内）

【24時間365日事故受付サービス】
事故サポートセンター

0120-727-110（無料）
保険金請求書類が送付されます
ので、できるだけ早く書類をご返信
ください。

電話連絡を
してください

請求書を
提出

保険金が
支払われます1 2 3 4

ご指定の口座へ
お支払いします。
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